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規

則

■群
馬
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
五
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
六
十
八
号

群
馬
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
群
馬
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
一
号
の
表
手
数
料
の
項
第
九
十
五
号
の
二
の
二
を
削
る
。

別
表
第
一
の
二
手
数
料
の
項
第
八
十
五
号
の
二
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
委
員
会
規
則

■群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
五
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号

群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
群

馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

「

別
表
第
十
七
イ
の
表
２
級
の
欄
中

を

に
、
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」
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を
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」

「

に
、
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56
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57
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58

59

59

59

60

60

60

」

「

「

「

「

を

に
、

を

に
、

61

62

62

62

61

61

61

61

62

63

63

62

62

62

」

」

」

」

「

「
を

に
改
め
、
別
表
第
十
七
ロ
の
表
２
級
の
欄
中

63

64

63

63

」

」

「

を

58

59

60

61

61

61

62

62

62

63

63

63

64

」

「

に
改
め
、
別
表
第
十
七
ハ
の
表
２
級
の
欄

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

」

「

「

中

を

に
改
め
る
。

46

46

47

47

48

48

49

45

46

46

46

47

47

47

」

」

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、

昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
平
成
三
十

年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
新
た
に
給

料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
学
校
職
員
及
び
昇
給
又
は
復
職
時
等
に
お
け
る
号
給
の
調

整
以
外
の
事
由
に
よ
り
そ
の
受
け
る
号
給
に
異
動
の
あ
っ
た
学
校
職
員
の
う
ち
、
改
正
後
の
規
則

の
規
定
に
よ
る
号
給
が
改
正
前
の
群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に

関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
号
給
に
達
し
な
い
学
校
職

員
の
当
該
適
用
又
は
異
動
の
日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
号
給
と
す
る
も
の
と
す
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
新
た
に
給

料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
学
校
職
員
及
び
昇
給
又
は
復
職
時
等
に
お
け
る
号
給
の
調

整
以
外
の
事
由
に
よ
り
そ
の
受
け
る
号
給
に
異
動
の
あ
っ
た
学
校
職
員
（
あ
ら
か
じ
め
人
事
委
員

会
の
承
認
を
得
て
号
給
を
決
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
学
校
職
員
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
前
項

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
学
校
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
学
校
職
員
の
当
該

適
用
又
は
異
動
の
日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
五
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号

群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
群
馬
県
教
育
委

員
会
規
則
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
四
条
の
七
第
一
項
第
一
号
中
「
百
分
の
百
十
以
上
百
分
の
百
八
十
」
を
「
百
分
の
百
十

五
以
上
百
分
の
百
九
十
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
九
十
八
・
五
以
上
百
分
の
百
十
」

を
「
百
分
の
百
三
・
五
以
上
百
分
の
百
十
五
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
百
分
の

八
十
七
」
を
「
百
分
の
九
十
二
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
の
七
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
百
分
の
四
十
四
・
五
」
を
「
百
分
の
四
十
九
・

五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
百
分
の
四
十
一
」
を
「
百
分
の
四
十
六
」
に
改
め

る
。
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第
二
条

群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
の
二
中
「
第
九
条
第
六
項
」
を
「
第
九
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
五
千
四
百
円
」
を
「
五
千
五
百
円
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
の
七
第
一
項
第
一
号
中
「
百
分
の
百
十
五
以
上
百
分
の
百
九
十
」
を
「
百
分
の
百

十
二
・
五
以
上
百
分
の
百
八
十
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
百
三
・
五
以
上
百
分
の

百
十
五
」
を
「
百
分
の
百
一
以
上
百
分
の
百
十
二
・
五
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中

「
百
分
の
九
十
二
」
を
「
百
分
の
八
十
九
・
五
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
の
七
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
百
分
の
四
十
九
・
五
」
を
「
百
分
の
四
十
七
」
に

改
め
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
百
分
の
四
十
六
」
を
「
百
分
の
四
十
三
・
五
」
に
改
め
る
。

（
群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
昭
和

五
十
五
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
別
表
中

「

「

七
〇
円

四
五
〇
円

六
七
〇
円

三
四
〇
円

五
三
〇
円

九
四
〇
円

一
、
〇
八
〇
円

一
、
五
三
〇
円

三
一
〇
円

三
一
〇
円

九
一
〇
円

八
六
〇
円

一
、
五
〇
〇
円

一
、
四
〇
〇
円

二
、
〇
九
〇
円

二
八
〇
円

九
〇
円

八
七
〇
円

六
四
〇
円

一
、
四
七
〇
円

一
、
一
八
〇
円

二
、
〇
六
〇
円

一
、
七
三
〇
円

二
、
六
五
〇
円

八
四
〇
円

四
二
〇
円

一
、
四
四
〇
円

九
六
〇
円

二
、
〇
三
〇
円

一
、
五
一
〇
円

二
、
六
二
〇
円

二
、
〇
五
〇
円

三
、
二
一
〇
円

二
〇
〇
円

一
、
四
一
〇
円

七
四
〇
円

二
、
〇
〇
〇
円

一
、
二
九
〇
円

二
、
五
九
〇
円

一
、
八
三
〇
円

三
、
一
八
〇
円

二
、
三
八
〇
円

三
、
七
八
〇
円

五
二
〇
円

一
、
九
七
〇
円

一
、
〇
七
〇
円

二
、
五
六
〇
円

一
、
六
一
〇
円

三
、
一
五
〇
円

二
、
一
六
〇
円

三
、
七
五
〇
円

二
、
七
〇
〇
円

四
、
三
四
〇
円

八
五
〇
円

二
、
五
三
〇
円

一
、
三
九
〇
円

三
、
一
二
〇
円

一
、
九
四
〇
円

三
、
七
二
〇
円

三
、
二
〇
〇
円

を

五
、
〇
三
〇
円

に
、
「
一
二
八
円
」
を
「
一
四
五

三
、
七
五
〇
円

五
、
六
二
〇
円

一
、
八
九
〇
円

三
、
八
一
〇
円

二
、
四
四
〇
円

四
、
四
一
〇
円

四
、
〇
四
〇
円

六
、
〇
六
〇
円

四
、
五
九
〇
円

六
、
六
五
〇
円

五
、
一
三
〇
円

七
、
二
四
〇
円

四
、
七
八
〇
円

六
、
九
四
〇
円

六
、
二
二
〇
円

八
、
四
三
〇
円

六
、
七
七
〇
円

九
、
〇
二
〇
円
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七
、
三
一
〇
円

九
、
六
一
〇
円

七
、
八
六
〇
円

一
〇
、
二
〇
〇
円

八
、
二
五
〇
円

一
〇
、
六
五
〇
円

八
、
八
〇
〇
円

一
一
、
二
四
〇
円

九
、
三
四
〇
円

一
一
、
八
三
〇
円

九
、
八
九
〇
円

一
二
、
四
二
〇
円

一
一
、
〇
八
〇
円

一
三
、
六
七
〇
円

一
〇
、
七
三
〇
円

一
三
、
三
六
〇
円

一
一
、
二
七
〇
円

一
三
、
九
五
〇
円

一
一
、
八
二
〇
円

一
四
、
五
四
〇
円

一
二
、
九
三
〇
円

一
五
、
七
一
〇
円

一
三
、
四
八
〇
円

一
六
、
三
〇
〇
円

一
三
、
一
二
〇
円

一
五
、
九
九
〇
円

一
三
、
六
七
〇
円

一
六
、
五
八
〇
円

一
四
、
六
九
〇
円

一
七
、
六
六
〇
円

一
五
、
二
四
〇
円

一
八
、
二
五
〇
円

一
五
、
七
八
〇
円

一
八
、
八
四
〇
円

一
六
、
三
三
〇
円

一
九
、
四
三
〇
円

一
七
、
三
一
〇
円

二
〇
、
四
七
〇
円

一
七
、
八
六
〇
円

二
一
、
〇
六
〇
円

一
八
、
四
〇
〇
円

二
一
、
六
五
〇
円

一
八
、
九
五
〇
円

二
二
、
二
四
〇
円

一
九
、
八
七
〇
円

二
三
、
二
二
〇
円

二
〇
、
四
二
〇
円

二
三
、
八
一
〇
円

二
〇
、
九
六
〇
円

二
四
、
四
〇
〇
円

二
一
、
五
一
〇
円

二
四
、
九
九
〇
円

」

」

円
」
に
、
「
十
一
・
九
」
を
「
十
二
・
二
」
に
改
め
る
。

（
群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改

正
）

第
四
条

群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平

成
十
八
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
項
中
「
百
分
の
百
八
十
」
を
「
百
分
の
百
九
十
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
項
中
「
百
分
の
八
十
五
」
を
「
百
分
の
九
十
五
」
に
改
め
る
。

第
五
条

群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
項
中
「
百
分
の
百
九
十
」
を
「
百
分
の
百
八
十
五
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
項
中
「
百
分
の
九
十
五
」
を
「
百
分
の
九
十
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
、
第
三
条
及
び
第
五
条
の
規
定

は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
第
四

十
四
条
の
七
第
一
項
及
び
第
四
十
四
条
の
七
の
二
第
一
項
並
び
に
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
附
則
第
四

項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
平
成
三
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則

■平
成
三
十
年
改
正
条
例
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
最
高
の
号
給
を
超
え
る
給
料
月
額
を
受
け
る

任
期
付
研
究
員
等
の
給
料
月
額
の
切
替
え
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
五
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号

平
成
三
十
年
改
正
条
例
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
最
高
の
号
給
を
超
え
る
給
料
月
額
を
受

け
る
任
期
付
研
究
員
等
の
給
料
月
額
の
切
替
え
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
群
馬
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成

三
十
年
群
馬
県
条
例
第
八
十
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
最
高
の
号
給
を
超
え
る
給
料

月
額
を
受
け
て
い
た
任
期
付
研
究
員
等
の
給
料
月
額
の
切
替
え
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。

（
群
馬
県
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
給
料

月
額
の
切
替
え
）

第
二
条

平
成
三
十
年
四
月
一
日
（
以
下
「
適
用
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
群
馬
県
一
般

職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
群
馬
県
条
例
第
八
号
）
第
五
条
第

五
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
職
員
の
適
用
日
に
お
け
る
給
料
月
額
は
、
そ
の
者

の
適
用
日
の
前
日
に
お
け
る
給
料
月
額
に
対
応
す
る
次
の
表
の
新
給
料
月
額
欄
に
定
め
る
給
料
月

額
と
す
る
。

円
０

０
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額

０

０

月

０

０

料

，

，

給

９

５

新

８

６

８

９

円

に
額

０

０

日
月

０

０

前
料

０

０

の
給

，

，

日
る

８

５

用
け

８

６

適
お

８

９

（
群
馬
県
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月

額
の
切
替
え
）

第
三
条

適
用
日
の
前
日
に
お
い
て
群
馬
県
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平

成
十
四
年
群
馬
県
条
例
第
六
十
二
号
）
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た

職
員
の
適
用
日
に
お
け
る
給
料
月
額
は
、
そ
の
者
の
適
用
日
の
前
日
に
お
け
る
給
料
月
額
に
対
応

す
る
次
の
表
の
新
給
料
月
額
欄
に
定
め
る
給
料
月
額
と
す
る
。

円
０

０

額

０

０

月

０

０

料

，

，

給

０

５

新

５

６

９

９

円

に
額

０

０

日
月

０

０

前
料

０

０

の
給

，

，

日
る

９

５

用
け

４

６

適
お

９

９

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

平
成
二
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
最
高
の
号
給
を
超
え
る
給
料
月
額
を
受

け
る
任
期
付
研
究
員
等
の
給
料
月
額
の
切
替
え
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
群
馬
県
人
事
委

員
会
規
則
第
十
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
五
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
群
馬
県
人
事
委
員
会

規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

を

別
表
第
八
ホ
の
表
２
級
の
欄
中

46

46

47

47

48

48

49

」

「

に
改
め
、

級
の
欄
中

別
表
第
八
ト
の
表
２

45

46

46

46

47

47

47

」

「

「
を

に
改

18

19

20

21

21

22

22

23

23

24

17

18

18

19

19

20

20

21

22

23

」

」

め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準

に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か

ら
適
用
す
る
。

２

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
新
た
に
給

料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
昇
給
又
は
復
職
時
等
に
お
け
る
号
給
の
調
整
以

外
の
事
由
に
よ
り
そ
の
受
け
る
号
給
に
異
動
の
あ
っ
た
職
員
の
う
ち
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に

よ
る
号
給
が
改
正
前
の
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正

前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
号
給
に
達
し
な
い
職
員
の
当
該
適
用
又
は
異
動
の
日
に

お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に

よ
る
号
給
と
す
る
も
の
と
す
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
新
た
に
給

料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
昇
給
又
は
復
職
時
等
に
お
け
る
号
給
の
調
整
以

外
の
事
由
に
よ
り
そ
の
受
け
る
号
給
に
異
動
の
あ
っ
た
職
員
（
あ
ら
か
じ
め
人
事
委
員
会
の
承
認

を
得
て
号
給
を
決
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
職
員
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
前
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
の
当
該
適
用
又
は
異
動
の
日
に
お

け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
五
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
中
「
百
分
の
百
十
以
上
百
分
の
百
八
十
」
を
「
百
分
の
百
十

五
以
上
百
分
の
百
九
十
」
に
、
「
百
分
の
百
三
十
四
以
上
百
分
の
二
百
二
十
」
を
「
百
分
の
百
三

十
九
以
上
百
分
の
二
百
三
十
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
九
十
八
・
五
以
上
百
分
の
百
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十
」
を
「
百
分
の
百
三
・
五
以
上
百
分
の
百
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百
十
九
・
五
以
上
百
分
の
百

三
十
四
」
を
「
百
分
の
百
二
十
四
・
五
以
上
百
分
の
百
三
十
九
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
及
び
第

四
号
中
「
百
分
の
八
十
七
」
を
「
百
分
の
九
十
二
」
に
、
「
百
分
の
百
七
」
を
「
百
分
の
百
十

二
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
の
七
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
百
分
の
四
十
四
・
五
」
を
「
百
分
の
四
十
九
・

五
」
に
、
「
百
分
の
五
十
四
・
五
」
を
「
百
分
の
五
十
九
・
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
及
び
第

三
号
中
「
百
分
の
四
十
一
」
を
「
百
分
の
四
十
六
」
に
、
「
百
分
の
五
十
一
」
を
「
百
分
の
五
十

六
」
に
改
め
る
。

第
二
条

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
の
二
中
「
第
九
条
第
六
項
」
を
「
第
九
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
中
「
百
分
の
百
十
五
以
上
百
分
の
百
九
十
」
を
「
百
分
の
百

十
二
・
五
以
上
百
分
の
百
八
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百
三
十
九
以
上
百
分
の
二
百
三
十
」
を
「
百

分
の
百
三
十
六
・
五
以
上
百
分
の
二
百
二
十
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
百
三
・
五

以
上
百
分
の
百
十
五
」
を
「
百
分
の
百
一
以
上
百
分
の
百
十
二
・
五
」
に
、
「
百
分
の
百
二
十
四

・
五
以
上
百
分
の
百
三
十
九
」
を
「
百
分
の
百
二
十
二
以
上
百
分
の
百
三
十
六
・
五
」
に
改
め
、

同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
百
分
の
九
十
二
」
を
「
百
分
の
八
十
九
・
五
」
に
、
「
百
分
の
百

十
二
」
を
「
百
分
の
百
九
・
五
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
の
七
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
百
分
の
四
十
九
・
五
」
を
「
百
分
の
四
十
七
」
に
、

「
百
分
の
五
十
九
・
五
」
を
「
百
分
の
五
十
七
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
百
分

の
四
十
六
」
を
「
百
分
の
四
十
三
・
五
」
に
、
「
百
分
の
五
十
六
」
を
「
百
分
の
五
十
三
・
五
」

に
改
め
る
。

別
表
第
一
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
の
項
１
中
「
獣
医
師
」
を
「
２
に
掲
げ
る
者
」
に
改
め
、
同
項

２
中
「
常
時
野
犬
等
の
処
分
の
業
務
に
従
事
す
る
」
を
削
る
。

（
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
群
馬
県

人
事
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
別
表
中

「

「

七
〇
円

四
五
〇
円

六
七
〇
円

三
四
〇
円

五
三
〇
円

九
四
〇
円

一
、
〇
八
〇
円

一
、
五
三
〇
円

三
一
〇
円

三
一
〇
円

九
一
〇
円

八
六
〇
円

一
、
五
〇
〇
円

一
、
四
〇
〇
円

二
、
〇
九
〇
円

二
八
〇
円

九
〇
円

八
七
〇
円

六
四
〇
円

一
、
四
七
〇
円

一
、
一
八
〇
円

二
、
〇
六
〇
円

一
、
七
三
〇
円

二
、
六
五
〇
円

八
四
〇
円

四
二
〇
円

一
、
四
四
〇
円

九
六
〇
円

二
、
〇
三
〇
円

一
、
五
一
〇
円

二
、
六
二
〇
円

二
、
〇
五
〇
円

三
、
二
一
〇
円

二
〇
〇
円

一
、
四
一
〇
円

七
四
〇
円

二
、
〇
〇
〇
円

一
、
二
九
〇
円

二
、
五
九
〇
円

一
、
八
三
〇
円

三
、
一
八
〇
円

二
、
三
八
〇
円

三
、
七
八
〇
円

五
二
〇
円

一
、
九
七
〇
円

一
、
〇
七
〇
円

二
、
五
六
〇
円

一
、
六
一
〇
円

三
、
一
五
〇
円

二
、
一
六
〇
円

三
、
七
五
〇
円

二
、
七
〇
〇
円

四
、
三
四
〇
円

八
五
〇
円

二
、
五
三
〇
円

一
、
三
九
〇
円

三
、
一
二
〇
円

一
、
九
四
〇
円

三
、
七
二
〇
円

三
、
二
〇
〇
円

を

五
、
〇
三
〇
円

に
、
「
一
二
八
円
」
を
「
一
四
五
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三
、
七
五
〇
円

五
、
六
二
〇
円

一
、
八
九
〇
円

三
、
八
一
〇
円

二
、
四
四
〇
円

四
、
四
一
〇
円

四
、
〇
四
〇
円

六
、
〇
六
〇
円

四
、
五
九
〇
円

六
、
六
五
〇
円

五
、
一
三
〇
円

七
、
二
四
〇
円

四
、
七
八
〇
円

六
、
九
四
〇
円

六
、
二
二
〇
円

八
、
四
三
〇
円

六
、
七
七
〇
円

九
、
〇
二
〇
円

七
、
三
一
〇
円

九
、
六
一
〇
円

七
、
八
六
〇
円

一
〇
、
二
〇
〇
円

八
、
二
五
〇
円

一
〇
、
六
五
〇
円

八
、
八
〇
〇
円

一
一
、
二
四
〇
円

九
、
三
四
〇
円

一
一
、
八
三
〇
円

九
、
八
九
〇
円

一
二
、
四
二
〇
円

一
一
、
〇
八
〇
円

一
三
、
六
七
〇
円

一
〇
、
七
三
〇
円

一
三
、
三
六
〇
円

一
一
、
二
七
〇
円

一
三
、
九
五
〇
円

一
一
、
八
二
〇
円

一
四
、
五
四
〇
円

一
二
、
九
三
〇
円

一
五
、
七
一
〇
円

一
三
、
四
八
〇
円

一
六
、
三
〇
〇
円

一
三
、
一
二
〇
円

一
五
、
九
九
〇
円

一
三
、
六
七
〇
円

一
六
、
五
八
〇
円

一
四
、
六
九
〇
円

一
七
、
六
六
〇
円

一
五
、
二
四
〇
円

一
八
、
二
五
〇
円

一
五
、
七
八
〇
円

一
八
、
八
四
〇
円

一
六
、
三
三
〇
円

一
九
、
四
三
〇
円

一
七
、
三
一
〇
円

二
〇
、
四
七
〇
円

一
七
、
八
六
〇
円

二
一
、
〇
六
〇
円

一
八
、
四
〇
〇
円

二
一
、
六
五
〇
円

一
八
、
九
五
〇
円

二
二
、
二
四
〇
円

一
九
、
八
七
〇
円

二
三
、
二
二
〇
円

二
〇
、
四
二
〇
円

二
三
、
八
一
〇
円

二
〇
、
九
六
〇
円

二
四
、
四
〇
〇
円

二
一
、
五
一
〇
円

二
四
、
九
九
〇
円

」

」

円
」
に
、
「
十
一
・
九
」
を
「
十
二
・
二
」
に
改
め
る
。

（
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
群
馬
県

人
事
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
項
中
「
百
分
の
百
八
十
」
を
「
百
分
の
百
九
十
」
に
、
「
百
分
の
二
百
二
十
」
を

「
百
分
の
二
百
三
十
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
項
中
「
百
分
の
八
十
五
」
を
「
百
分
の
九
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百
五
」
を
「
百
分

の
百
十
五
」
に
改
め
る
。

第
五
条

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

附
則
第
四
項
中
「
百
分
の
百
九
十
」
を
「
百
分
の
百
八
十
五
」
に
、
「
百
分
の
二
百
三
十
」
を

「
百
分
の
二
百
二
十
五
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
項
中
「
百
分
の
九
十
五
」
を
「
百
分
の
九
十
」
に
、
「
百
分
の
百
十
五
」
を
「
百
分

の
百
十
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
、
第
三
条
及
び
第
五
条
の
規
定

は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
第
二
十
九
条
の
七
第
一

項
及
び
第
二
十
九
条
の
七
の
二
第
一
項
の
規
定
並
び
に
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の

給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
附
則
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
五
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号

初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



9

別表（第６条関係）

職員の区分 １項職員
２項職員

期間の区分 １種 ２種 ３種

円 円 円 円
１年未満 414,800 368,800 308,600 50,800

１年以上２年未満 414,800 368,800 308,600 50,800

２年以上３年未満 414,800 368,800 308,600 50,800

３年以上４年未満 414,800 368,800 308,600 50,800

４年以上５年未満 414,800 368,800 308,600 50,800

５年以上６年未満 414,800 368,800 308,600 50,800

６年以上７年未満 414,800 368,800 308,600 49,000

７年以上８年未満 414,800 368,800 308,600 47,200

８年以上９年未満 414,800 368,800 308,600 45,400

９年以上10年未満 414,800 368,800 308,600 43,600

10年以上11年未満 414,800 368,800 308,600 41,800

11年以上12年未満 414,800 368,800 308,600 40,000

12年以上13年未満 414,800 368,800 308,600 38,200

13年以上14年未満 414,800 368,800 308,600 36,400

14年以上15年未満 414,800 368,800 308,600 35,000

15年以上16年未満 414,800 368,800 308,600 33,600

16年以上17年未満 410,400 364,800 305,300 32,200

17年以上18年未満 406,000 360,800 302,000 30,800

18年以上19年未満 401,600 356,800 298,700 29,400

19年以上20年未満 397,200 352,800 295,400 28,000

20年以上21年未満 392,800 348,800 292,100 26,600

21年以上22年未満 373,400 331,900 278,300 26,000

22年以上23年未満 353,600 314,700 264,300 25,400

23年以上24年未満 334,300 298,000 250,800 24,400

24年以上25年未満 314,900 281,100 236,900 23,800

25年以上26年未満 295,400 264,200 223,200 23,200

26年以上27年未満 272,700 243,400 205,600 22,600

27年以上28年未満 250,500 223,000 188,500 22,000

28年以上29年未満 228,100 202,600 171,200 21,200

29年以上30年未満 205,300 181,800 153,600 20,900

30年以上31年未満 180,500 159,900 135,600 20,500

31年以上32年未満 155,600 138,000 117,300 19,900

32年以上33年未満 131,000 116,300 99,400 19,000

33年以上34年未満 92,900 84,400 73,400 18,100

34年以上35年未満 57,600 54,600 49,100 17,400

備考
１ この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第４条各号
の職員となつた日以後の期間を示す。

２ この表において「１項職員」とは第２条第１項の職を占める職員を、「２
項職員」とは同条第２項の職を占める職員をいう。

３ この表において「１種」とは第２条第１項第１号の職を占める職員を、
「２種」とは同項第２号の職を占める職員を、「３種」とは同項第３号の
職を占める職員をいう。

号 外 （第５号）平成３０年１２月２５日（火） 群 馬 県 報
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附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
別
表
の
規
定
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か

ら
適
用
す
る
。

群
馬
県
職
員
の
宿
日
直
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
五
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
五
号

群
馬
県
職
員
の
宿
日
直
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
職
員
の
宿
日
直
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
五
千
四
百
円
」
を
「
五
千
五
百
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
五
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
六
号

群
馬
県
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
第
一
号
中
「
及
び
社
会
福
祉
法
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
指
導
監
督
を
行
う
職

員
（
次
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も

の
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。

第
八
条
第
三
号
中
「
捕
獲
作
業
」
の
下
に
「
又
は
処
分
作
業
」
を
加
え
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
（
研
究
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
、
バ
ス
」
を
「
及
び
バ
ス
」
に
改
め
、
「
及
び
レ
ン
ト
ゲ
ン
車
（
大
型
自

動
車
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
る
。

第
十
六
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
四

土
木
事
務
所
に
勤
務
す
る
職
員
が
鉛
等
有
害
物
を
含
有
す
る
橋
梁
の
塗
料
が
剥
離
さ
れ
た

作
業
場
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
で
行
う
調
査
又
は
検
査
等
の
作
業

第
十
六
条
第
四
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二

第
一
項
第
十
四
号
の
作
業

二
百
三
十
円

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

企
業
管
理
規
程

■群
馬
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
五
日

群
馬
県
企
業
管
理
者

関

勤

群
馬
県
企
業
管
理
規
程
第
四
号

群
馬
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
群
馬
県
企
業
管
理
規
程
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
二
項
第
一
号
中
「
百
分
の
九
十
」
を
「
百
分
の
九
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百
十
」
を

「
百
分
の
百
十
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
四
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
四
十
七
・

五
」
に
、
「
百
分
の
五
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
五
十
七
・
五
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
平
成
三
十

年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２

改
正
後
の
群
馬
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
改
正
前

の
同
規
程
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与
は
、
改
正
後
の
同
規
程
の
規
定
に
よ
る
給
与
の

内
払
と
み
な
す
。

病
院
管
理
規
程

■群
馬
県
病
院
事
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
五
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
八
号

群
馬
県
病
院
事
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
病
院
事
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
五
年
群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
イ
中
「
六
千
八
百
円
」
を
「
七
千
円
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
二
万
円
」
を
「
二
万
千
円
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
第
二
項
第
一
号
中
「
百
分
の
九
十
」
を
「
百
分
の
九
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百
十
」
を

「
百
分
の
百
十
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
四
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
四
十
七
・

五
」
に
、
「
百
分
の
五
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
五
十
七
・
五
」
に
改
め
る
。

「

１

医
師
及
び
歯
科
医
師
（
医
療
職
給
料
表

の
適

用
を
受
け
る
職
員
に
限
る
。
）

別
表
第
三
専
門
機
関
の
項
中

三

２

が
ん
セ
ン
タ
ー
に
勤
務
す
る
診
療
放
射
線
技
師

」

「

１

医
師
及
び
歯
科
医
師
（
医
療
職
給
料
表

の
適

を

三

に
改
め
、
同
項
３
中
「
心
臓

用
を
受
け
る
職
員
に
限
る
。
）
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」

血
管
セ
ン
タ
ー
」
の
下
に
「
、
が
ん
セ
ン
タ
ー
又
は
小
児
医
療
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え
、
同
項
３
を
同

項
２
と
し
、
同
項
４
中
「
又
は
小
児
医
療
セ
ン
タ
ー
」
を
削
り
、
同
項
中
４
を
３
と
し
、
５
か
ら
９

ま
で
を
４
か
ら
８
ま
で
と
し
、

「

専
ら
消
化
器
内
視
鏡
技
術
職
員
の
業
務
に
従
事
す

10
る
職
員
（
医
療
職
給
料
表

の
適
用
を
受
け
る
職
員

を

を
除
く
。
）

」

「

９

専
ら
消
化
器
内
視
鏡
技
術
職
員
の
業
務
に
従
事
す

る
職
員
（
医
療
職
給
料
表

の
適
用
を
受
け
る
職
員

を
除
く
。
）

に
改
め
る
。

小
児
医
療
セ
ン
タ
ー
に
勤
務
す
る
言
語
聴
覚
士

10

」

別
表
第
六
中
「
三
○
八
、
三
○
○
円
」
を
「
三
○
八
、
六
○
○
円
」
に
、
「
三
○
五
、
八
○
○

円
」
を
「
三
○
六
、
一
○
○
円
」
に
、
「
三
○
三
、
四
○
○
円
」
を
「
三
○
三
、
七
○
○
円
」
に
、

「
三
○
○
、
九
○
○
円
」
を
「
三
○
一
、
二
○
○
円
」
に
、
「
二
九
八
、
四
○
○
円
」
を
「
二
九
八
、

七
○
○
円
」
に
、
「
二
九
三
、
三
○
○
円
」
を
「
二
九
三
、
六
○
○
円
」
に
、
「
二
八
八
、
二
○
○

円
」
を
「
二
八
八
、
五
○
○
円
」
に
、
「
二
八
三
、
一
○
○
円
」
を
「
二
八
三
、
四
○
○
円
」
に
、

「
二
七
八
、
○
○
○
円
」
を
「
二
七
八
、
三
○
○
円
」
に
、
「
二
六
七
、
七
○
○
円
」
を
「
二
六
八
、

○
○
○
円
」
に
、
「
二
五
七
、
三
○
○
円
」
を
「
二
五
七
、
六
○
○
円
」
に
、
「
二
四
七
、
○
○
○

円
」
を
「
二
四
七
、
三
○
○
円
」
に
、
「
二
三
六
、
六
○
○
円
」
を
「
二
三
六
、
九
○
○
円
」
に
、

「
二
二
四
、
五
○
○
円
」
を
「
二
二
四
、
八
○
○
円
」
に
、
「
二
一
二
、
四
○
○
円
」
を
「
二
一
二
、

七
○
○
円
」
に
、
「
二
〇
〇
、
三
○
○
円
」
を
「
二
〇
〇
、
六
○
○
円
」
に
、
「
一
八
八
、
二
○
○

円
」
を
「
一
八
八
、
五
○
○
円
」
に
、
「
一
七
五
、
○
○
○
円
」
を
「
一
七
五
、
三
○
○
円
」
に
、

「
一
六
一
、
八
○
○
円
」
を
「
一
六
二
、
一
○
○
円
」
に
、
「
一
四
八
、
五
○
○
円
」
を
「
一
四
八
、

八
○
○
円
」
に
、
「
一
三
五
、
三
○
○
円
」
を
「
一
三
五
、
六
○
○
円
」
に
、
「
一
一
七
、
○
○
○

円
」
を
「
一
一
七
、
三
○
○
円
」
に
、
「
九
九
、
一
○
○
円
」
を
「
九
九
、
四
○
○
円
」
に
、
「
七

三
、
一
○
○
円
」
を
「
七
三
、
四
○
○
円
」
に
、
「
四
八
、
八
○
○
円
」
を
「
四
九
、
一
○
○
円
」

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
イ
、
第
二
十

七
条
第
一
項
第
一
号
及
び
別
表
第
三
専
門
機
関
の
項
の
改
正
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
別
表
第
六
の
規
定
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

３

改
正
後
の
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
は
、
平
成
三
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

４

改
正
後
の
群
馬
県
病
院
事
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
改

正
前
の
同
規
程
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与
は
、
改
正
後
の
同
規
程
の
規
定
に
よ
る
給

与
の
内
払
と
み
な
す
。
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